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国保の届け出・変更は14日以内に
　国保の届け出は、住所の変更や職場の保険に加入（喪失）したときなどは、14日以内に届け出をしてください。また、就
学のため市外にお住まいになる学生の方には、学生用の保険証を交付しますので、市役所窓口で手続きをしてください。

いろいろな国保の届け出
こんなとき 届け出に必要なもの

国
保
に
入
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者になれない理由の証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が入るとき 在留カード、外国人登録証明書、パスポート

国
保
を
や
め
る
と
き

他市区町村へ転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の健康保険証（両方）
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人が転出、出国するとき 保険証、在留カード、外国人登録証明書

そ
の
ほ
か
の
と
き

退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき

保険証
市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯合併や世帯分離をしたとき
就学のため、子どもが他の市区町村に転出したとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたり、あるいは汚れて使えなくなった
りしたとき

本人であることを証明するもの
（使えなくなった保険証）

　※外国人に関する手続き以外は印鑑が必要です。

国民健康保険（国保）のお知らせ

大学や専門学校に進学される方は
　就学のため実家を離れる方には、現在交付されている保険証を学生用の保険証（㊫保険証）に変更する必要
があります。転出届を出される際に次のものをお持ちのうえ、手続きをしてください。
必要書類等　現在、交付してある国民健康保険証、印鑑、在学証明書（入学することが分かる書類でも可。
　　　　　　合格通知、入学許可証など）
大学や専門学校を卒業される方は
　㊫保険証を交付されていた方で、３月に大学や専門学校等を卒業し、実家に戻る方や会社等に就職して職
場の健康保険に加入する方は、㊫廃止の届け出をしてください。
　届け出が遅れると、国民健康保険税が誤って課税されたままとなる場合があります。
必要書類等　㊫保険証、新しく加入した社会保険等被保険者証、印鑑

◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎（55）5106

３月の講座のご案内３月の講座のご案内３月の講座のご案内３月の講座のご案内
開 講 日：３/２㈯、５㈫
時　　間：10：00～11：00
料　　金：500円
申込〆切：各開講日の３日前

開 講 日：３/13㈬、17㈰
時 　 間：10：00～11：30
料　　金：1,000円
申込〆切：各開講日の５日前

開 講 日：３/８㈮、23㈯
時　　間：10：00～12：00
料　　金：600円（※材料費別途料金）
申込〆切：各開講日の前日

【毎月開催！一閑張講座】

【ほおずき飾り講座】 【さくら満開飾り講座】

要予約 定員：ほおずき飾り15人、一閑張12人
　　　さくら満開飾り10人

お申し込み・お問い合わせ：二本松市和紙伝承館（☎61－3200）

※申込〆切日を過ぎてもキャンセル等の都合により受講可能
　な場合もありますのでお気軽にお問い合わせください。

【注意事項】
・要予約、電話か窓口へ直接お申し込みください。
　（ＦＡＸやメールでの受付はしておりません）
・定員になり次第締め切らせていただきます。
・材料のみの販売はしておりません。

安達ヶ原ふるさと村（☎22－7474）

ふるさと村園内子供館

安達ヶ原ふるさと村
 農産物出荷者募集
安達ヶ原ふるさと村
 農産物出荷者募集

楽しく遊べる楽しく遊べる

スカイピアあだたら
本格サウナ
　　オープン!!
10：00～21：00

体育館で汗をかこう！
専用使用：1,750円/時間
個人使用：無料

バレー・卓球・ボール遊び　などバレー・卓球・ボール遊び　など

生ビール
もあるヨ

お風呂からの
安達太良山の景色も
まだ別格ですネ…!

※毎月26日は、お風呂（26）の日で
　ポイント２倍！

野菜直売所コーナー拡大
詳しくはお問い合わせください。
野菜直売所コーナー拡大
詳しくはお問い合わせください。
野菜直売所コーナー拡大
詳しくはお問い合わせください。


